
第６ 一部事務組合設置状況

（平成２１年４月１日現在）

名 称 設立時期 共 同 処 理 す る 事 務 構成市町村 事 務 所 住 所

那須地区広域行政事 36. 5.13 ◆広域市町村圏計画の策定及び連絡調整、一般廃棄 大 田 原 市 〒329-3144

務組合 (48.4.1 物処理業（ごみを除く）の許可及び浄化槽清掃業 那須塩原市 那須塩原市

（那須地区保健衛生 名称変更） の許可、し尿及び浄化槽汚泥の処分及び処理施設 那 須 町 沼野田和439

組合） の管理運営、ごみ処理施設建設の建設及び管理運 那須地区広域研

営、と畜場の設置並びに維持管理、職員の共同研 修センター内

【管理者： 修、広域研修センターの設置及び管理運営、在宅

那須塩原市長】 当番医制の実施及び病院群輪番制病院運営事業に ℡0287-65-3611

係る補助金の交付、小児救急拠点病院運営事業に

係る補助金の交付、障害児通園（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）施設

の設置及び管理運営、ふるさと市町村圏計画の策

定及び事業の実施、視聴覚ライブラリーの設置及

び維持管理

一般廃棄物の最終処分場の設置及び管理運営（旧

黒磯市の区域を除く）

佐野地区衛生施設組 36.10.27 ◆し尿処理 佐 野 市 〒327-0835

合 (49.9.1 ◆火葬場 藤 岡 町 佐野市植下町

（県南地区し尿処理 名称変更） 岩 舟 町 2550

組合）

【管理者：佐野市長】 ℡0283-24-8424

芳賀郡中部環境衛生 43. 8.16 ◆一般廃棄物処理施設（し尿処理施設を除く）の設 益 子 町 〒321-4106

事務組合 置及び管理運営、ごみの収集、運搬及び処分 市 貝 町 芳賀郡益子町

芳 賀 町 七井3974

【管理者：益子町長】 茂 木 町

℡0285-72-2243

栃木地区広域行政事 45. 7.1 ◆広域市町村圏計画の策定及び連絡調整、ごみ処理 栃 木 市 〒328-0012

務組合 場の設置及び管理運営 西 方 町 栃木市平柳町

◆消防（消防団を除く）（岩舟町を除く） 大 平 町 1-34-28

【管理者：栃木市長】 ◆液化石油ガスの設備工事届の受理に関する事務 岩 舟 町

◆し尿処理施設の設置、管理運営（岩舟町、藤岡町 藤 岡 町 ℡0282-24-7113

を除く） 都 賀 町

芳賀地区広域行政事 46. 4.1 ◆広域市町村圏計画の策定並びに同計画の連絡調 真 岡 市 〒321-4305

務組合 整、し尿の収集処分、消防（消防団を除く）、火 益 子 町 真岡市荒町5203

葬場の設置並びに維持管理、職業訓練施設の設置 茂 木 町

【組合長：真岡市長】 及び維持管理、職員の共同研修、学校における教 市 貝 町 ℡0285-82-9151

育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的 芳 賀 町

事項の指導、社会教育に関する連絡調整並びに視

聴覚ライブラリーの設置及び維持管理、校長教員

その他の教育関係職員の研修、卸売市場の設置及

び維持管理、職員の共同採用試験、病院群輪番制

病院運営及び小児救急拠点病院運営に係る補助金

の交付に関する事務、ふるさと市町村圏計画に関

する事務、液化石油ガス設備工事届の受理に関す

る事務、ごみ処理施設建設に関する事務、救急

医療センターの設置及び管理運営



名 称 設立時期 共 同 処 理 す る 事 務 構成市町村 事 務 所 住 所

南那須地区広域行政 47. 4.1 ◆広域行政圏計画の策定及び実施についての連絡調 那須烏山市 〒321-0602

事務組合 整、し尿の収集・運搬・処分及び委託、し尿処理 那 珂 川 町 那須烏山市

施設の維持管理、一般廃棄物処理業（し尿取扱 大桶 872

【組合長： 業）の許可及びし尿浄化槽清掃業の許可、共同ご

那須烏山市長】 み処理施設の設置及び維持管理、在宅当番医制事 ℡0287-83-0021

業及び病院群輪番制病院運営事業の実施に関する

事務、介護認定審査会の設置及び管理運営並びに

介護認定審査会に対する審査及び判定の依頼に関

する事務、消防（消防団に関する事務を除く）、

液化石油ガス設備工事届の受理に関する事務、教

育センター設置及び管理運営、火葬場の設置及び

管理運営、学校における教育課程、学習指導、進

路指導その他専門的事項の指導、校長・教員その

他の教育関係職員の研修、教科書の採択、心身障

害児の心身の故障の種類・程度等の判断、視聴覚

ライブラリーの設置及び管理運営、社会教育にお

ける講演会・講習会等集会の開催の援助、芸術・

文化・体育等諸団体の援助、情報交換、調査研

究、南那須地区総合健康管理センターの設置及び

管理運営に関する事務、病院の開設及び管理運営

に関する事務

塩谷広域行政組合 54. 4.1 ◆広域市町村圏計画の策定及び連絡調整、消防（消 矢 板 市 〒329-1572

防団を除く）、火葬場の設置及び運営、ごみ処理 さ く ら 市 矢板市安沢

【管理者：矢板市長】 施設及びし尿処理施設の設置及び運営、児童デ 塩 谷 町 3622-1

イサービス事業、在宅当番医制の実施及び病院群 高 根 沢 町

輪番制病院運営に係る補助金の交付に関する事 ℡0287-48-2066

務、ふるさと市町村圏計画の策定及び事業の実施

に関する事務、液化石油ガス設備工事届の受理に

関する事務

小山広域保健衛生組 58.4.1 ◆し尿処理に関する施設の建設及び管理運営 小 山 市 〒323-0043

合 ◆ごみ処理に関する施設の建設及び管理運営、斎場 下 野 市 小山市塩沢604

【管理者：小山市長】 及び火葬場の建設及び管理運営（旧石橋町の区域 上 三 川 町

及び上三川町を除く） 野 木 町 ℡0285-22-2809

◆結核予防法に規定する健康診断、休日急患診療施

設の管理運営及び診療（上三川町を除く）




